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は
じ
め
に

　
中
国
で
は
、
計
画
経
済
期
（
一
九
四
九
〜
一
九
七
七
年
）
に
、
東

西
の
政
治
的
冷
戦
に
対
応
し
、
ま
た
先
進
国
の
経
済
発
展
レ
ベ
ル
を

キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
す
る
た
め
、
政
府
は
旧
ソ
連
の
モ
デ
ル
を
参
考
に

し
て
重
工
業
発
展
優
先
政
策
を
実
施
し
た
。
農
業
生
産
余
剰
を
利
用

し
、
国
家
資
金
を
都
市
部
の
重
工
業
生
産
に
集
中
さ
せ
る
た
め
、
農

村
か
ら
都
市
へ
の
労
働
移
動
を
抑
制
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
一
九
五
八
年
中
国
政
府
は
都
市
戸
籍
と
農
村
戸
籍
を
明

確
に
区
分
す
る
戸
籍
制
度
を
実
施
し
、
政
府
が
労
働
力
を
統
一
的
に

調
達
す
る
場
合
を
除
い
て
、
農
村
か
ら
都
市
へ
の
労
働
移
動
が
禁
止

さ
れ
た
。
一
方
、
市
場
経
済
期
（
一
九
七
八
年
〜
現
在
）
に
入
る

と
、
戸
籍
制
度
の
規
制
緩
和
に
伴
っ
て
出
稼
ぎ
労
働
者
（「
農

民〈
１
〉工

」）
が
増
加
し
た
。
中
国
国
家
衛
生
健
康
委
員
会
が
二
〇
一
八

年
一
二
月
二
二
日
に
公
表
し
た
「
二
〇
一
八
年
中
国
流
動
人
口
発
展

報
告
」
に
よ
る
と
、
二
〇
一
八
年
の
出
稼
ぎ
労
働
者
を
含
む
流
動

人〈
２
〉口は

二
億
四
一
五
〇
万
人
と
な
っ
て
い
る
。
ル
イ
ス
二
重
経
済
構

造
モ
デ
ル
﹇Lewis 1954

﹈
に
よ
る
と
、
農
村
労
働
力
が
都
市
部
の

工
業
部
門
に
移
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
村
部
で
余
剰
労
働
力
が
減

少
す〈
３
〉ると

と
も
に
、
効
率
の
低
い
産
業
か
ら
効
率
の
高
い
産
業
へ
、

低
賃
金
職
位
か
ら
高
賃
金
職
位
へ
移
動
す
る
こ
と
で
、
限
界
労
働
生

産
性
が
上
昇
し
、
経
済
全
体
で
の
富
の
蓄
積
を
促
し
、
経
済
発
展
に

お
け
る
人
口
ボ
ー
ナ
ス
を
実
現
で
き
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
国
際
貿
易
に
お
け
る
比
較
優
位
性
理
論
に
よ
る
と
、
都
市
部

で
低
賃
金
の
出
稼
ぎ
労
働
者
の
雇
用
に
よ
っ
て
労
働
コ
ス
ト
が
下
げ

中
国
に
お
け
る
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
住
民
間
の

賃
金
格
差
│
│
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
ｓ
デ
ー
タ
に
基
づ
く
実
証
分
析
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ら
れ
、
中
国
経
済
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
に
乗
り
、「
世
界
の
工

場
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
大
き
く
成
長
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
都

市
部
へ
の
労
働
移
動
（
出
稼
ぎ
就
業
）
が
中
国
の
経
済
発
展
に
貢
献

し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
た
﹇W

orld Bank 1996; Lees 1997; 

蔡
・

王1999

﹈。

　
一
方
、
都
市
労
働
市
場
で
は
、
出
稼
ぎ
労
働
者
が
増
加
す
る
と
同

時
に
、
出
稼
ぎ
労
働
者
に
対
す
る
差
別
的
取
り
扱
い
の
問
題
が
発
生

し
、
賃〈
４
〉金、

就
業
、
子
供
の
教
育
や
社
会
保
障
な
ど
の
様
々
な
面
で

出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
住
民
間
の
格
差
が
生
じ
、
労
働
市
場
の

分
断
化
の
問〈
５
〉題が
深
刻
化
し
て
い
る
﹇K

night, Song and Jia 1999; 
M

eng 2001; 

宋
麗
娜
・A

ppleton 2006; 
厳2008; 

馬2008, 2011a, 
2012; M

a 2018a, 2018b

﹈。
都
市
労
働
市
場
の
分
断
化
の
問
題
が
生

じ
た
主
な
要
因
は
、
中
国
特
有
の
制
度
的
要
因
に
よ
っ
て
都
市
労
働

市
場
が
多
重
構
造
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
﹇
馬

2011b

﹈。
そ
の
う
ち
、
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
住
民
間
の
賃
金

格
差
が
生
じ
た
原
因
に
関
し
て
は
、
二
つ
の
要
因
が
存
在
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
差
別
的
取
り
扱
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
差

別
的
取
り
扱
い
要
因
）。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
市
場
化
を
目
指
す

経
済
改
革
が
促
進
さ
れ
、
戸
籍
制
度
が
規
制
緩
和
さ
れ
た
が
、
農
村

と
都
市
を
区
分
す
る
戸
籍
制
度
は
依
然
存
在
し
、
労
働
者
の
雇
用
・

賃
金
や
公
共
サ
ー
ビ
ス
（
社
会
保
障
、
子
供
教
育
）
な
ど
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
る
﹇
蔡
・
白 2006; C

ai 2016

﹈。
同
一
生
産
部
門

で
労
働
生
産
性
が
同
じ
で
も
、
農
村
戸
籍
を
有
す
る
出
稼
ぎ
労
働
者

に
対
す
る
差
別
的
取
り
扱
い
が
存
在
す
る
と
、
他
の
要
因
（
例
え

ば
、教
育
年
数
）
が
同
じ
で
も
、都
市
戸
籍
住
民
に
比
べ
、出
稼
ぎ
労

働
者
の
賃
金
水
準
は
低
く
設
定
さ
れ
、
賃
金
格
差
が
生
じ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
第
二
に
、
人
的
資
本
の
差
異
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
人
的

資
本
差
異
要
因
）。
都
市
と
農
村
間
に
は
公
共
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
差

異
が
存
在
す
る
﹇
宋 2010; 

王 2012; 

文 2017

﹈。
政
府
の
公
的
教
育

資
金
の
多
く
は
都
市
部
の
教
育
機
関
に
投
資
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
ま

で
に
中
学
校
ま
で
の
義
務
教
育
は
都
市
部
で
し
か
実
施
さ
れ
な
か
っ

た
。
学
校
設
備
、
教
員
数
、
お
よ
び
教
員
の
質
に
お
い
て
、
農
村
と

都
市
間
の
格
差
は
大
き
い
。
ま
た
、
私
的
教
育
投
資
に
関
し
て
は
、

国
家
統
計
局
編
『
中
国
統
計
年
鑑
』
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
一
九
七

八
年
か
ら
二
〇
一
八
年
ま
で
に
家
計
一
人
当
た
り
年
間
所
得
は
都
市

部
が
農
村
部
の
約
三
倍
と
な
っ
て
い
る
。
家
計
所
得
の
差
異
に
よ
っ

て
、
家
計
教
育
投
資
で
都
市
と
農
村
間
の
格
差
が
存
在
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、人
的
資
本
（
特
に
教
育
年
数
）
に
お
け
る
農
村

と
都
市
間
の
差
異
が
生
じ
、
そ
れ
は
賃
金
格
差
の
一
因
と
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
間
の
格
差
問
題
を

検
討
す
る
と
き
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
二
種
類
の
要
因
│
│
⑴
差
別

的
取
り
扱
い
、
⑵
人
的
資
本
の
差
異
を
区
別
し
て
議
論
す
る
必
要
が

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
の
問
題
に
対
応
す
る
政
策
は
異
な

る
か
ら
で
あ
る
。
中
国
の
農
民
工
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
二
種
類

の
要
因
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
程
度
賃
金
格
差
に
影
響
を
与
え
る
の
か
を

数
量
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
重
要
な
研
究
課
題
と
な
る
。
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そ
こ
で
本
稿
で
は
、
中
国
家
計
所
得
調
査
（
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
ｓ
）
の
二

時
点
の
デ
ー
タ
（C

H
IPs2002

、C
H

IPs2013

）
を
活
用
し
、
出
稼

ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
住
民
間
の
賃
金
格
差
の
実
態
を
把
握
し
た
う

え
で
、
賃
金
格
差
に
関
す
る
要
因
分
解
分
析
を
行
い
、
賃
金
格
差
が

生
じ
た
二
種
類
の
要
因
を
数
量
的
に
明
ら
か
に
す
る
。

　
本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
先
行
文
献

を
サ
ー
ベ
イ
し
、
本
稿
の
特
徴
を
ま
と
め
る
。
第
二
節
で
計
量
分
析

の
枠
組
み
（
推
定
モ
デ
ル
、
デ
ー
タ
）
に
つ
い
て
説
明
し
、
第
三
節

で
個
票
デ
ー
タ
か
ら
観
察
さ
れ
た
格
差
の
実
態
に
つ
い
て
述
べ
る
。

第
四
節
で
は
計
量
分
析
の
結
果
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
最
後
に
結
論

と
政
策
提
言
を
ま
と
め
る
。

一
　
先
行
文
献
の
サ
ー
ベ
イ

　
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
間
の
賃
金
格
差
に
関
す
る
実

証
研
究
に
関
し
て
は
、K

night, Song and Jia

﹇1999

﹈
は
一
九
九

五
年
の
四
都
市
（
北
京
市
、
深
圳
市
、
武
漢
市
、
蘇
州
市
）
に
お
け

る
企
業
調
査
の
個
票
デ
ー
タ
を
用
い
て
分
析
し
、
都
市
戸
籍
労
働
者

と
出
稼
ぎ
労
働
者
の
間
に
賃
金
格
差
が
存
在
し
、
両
者
の
賃
金
構
造

が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。M

eng

﹇2001

﹈
は
一
九
九
五

年
山
東
省
済
南
市
で
実
施
さ
れ
た
調
査
の
個
票
デ
ー
タ
を
活
用
し
、

O
axaca

﹇1973

﹈
の
要
因
分
解
モ
デ
ル
を
用
い
た
分
析
を
行
っ
た
結

果
、
出
稼
ぎ
労
働
者
に
関
し
て
正
規
雇
用
者
、
非
正
規
雇
用
者
、
自

営
業
者
の
各
グ
ル
ー
プ
間
の
賃
金
格
差
が
存
在
し
、
各
グ
ル
ー
プ
間

の
賃
金
格
差
に
与
え
る
影
響
は
い
ず
れ
も
労
働
生
産
性
の
差
異
以
外

の
要
因
が
大
き
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
厳
﹇2008

﹈
は
上

海
市
を
対
象
と
し
た
四
つ
の
調
査
の
個
票
デ
ー
タ
を
用
い
、
地
元
労

働
者
と
非
地
元
労
働
者
の
賃
金
関
数
を
推
定
し
、
両
者
の
賃
金
構
造

が
異
な
り
、
上
海
市
で
労
働
市
場
の
二
重
構
造
が
存
在
す
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
馬
﹇2008

﹈
は
二
〇
〇
二
年
中
国
家
計
所
得
調
査

（C
H

IPs2002

）
の
個
票
デ
ー
タ
を
活
用
し
、
所
得
関
数
に
基
づ
い

てBlinder-O
axaca

要
因
分
解
分
析
を
行
い
、
都
市
正
規
と
都
市
非

正
規
、
都
市
正
規
と
出
稼
ぎ
非
正
規
、
都
市
非
正
規
と
出
稼
ぎ
非
正

規
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
間
で
賃
金
格
差
が
存
在
し
、
差
別
的
取
り
扱

い
要
因
が
各
グ
ル
ー
プ
間
の
賃
金
格
差
の
主
な
要
因
で
あ
り
、
都
市

労
働
市
場
が
分
断
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。M

a

﹇2018a

﹈

は
二
〇
〇
二
年
お
よ
び
二
〇
一
三
年
の
中
国
家
計
所
得
調
査

（C
H

IPs2002, C
H

IPs2013

）
の
個
票
デ
ー
タ
を
用
い
てBlown

モ

デ
ル
を
活
用
し
た
分
析
結
果
よ
り
、
同
一
業
種
部
門
に
お
け
る
出
稼

ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
間
の
人
的
資
本
の
差
異
、
お
よ
び
同

一
業
種
部
門
に
お
け
る
出
稼
ぎ
労
働
者
に
対
す
る
差
別
的
取
り
扱
い

が
両
者
間
の
賃
金
格
差
の
主
な
要
因
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
上
記
の
中
国
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
い
く
つ
か
の
問

題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
分
析
対
象
の
範
囲
で
あ
る
。

K
night, Song and Jia

﹇1999

﹈、M
eng

﹇2001

﹈
は
中
国
の
一
部

の
省
・
市
の
労
働
者
を
分
析
対
象
と
し
た
た
め
、
全
国
の
状
況
を
把
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握
で
き
て
い
な
い
。
第
二
に
、
体
制
移
行
と
と
も
に
、
出
稼
ぎ
労
働

者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
間
の
格
差
を
縮
小
す
る
た
め
、
政
府
が
様
々

な
政
策
を
公
表
し
、
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
経
過
年
と
と
も

に
、
格
差
の
状
況
お
よ
び
格
差
が
生
じ
た
要
因
が
変
化
す
る
可
能
性

が
あ
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
で
は
、
二
時
点
の
変
化
を
比
較
す
る

研
究
は
、M

a

﹇2018a
﹈
以
外
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
第

三
に
、
計
量
分
析
手
法
の
問
題
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
賃
金
関

数
を
Ｏ
Ｌ
Ｓ
（
最
小
二
乗
法
）
に
よ
り
推
定
し
て
い
る
た
め
、
結
果

に
就
業
形
態
の
選
択
に
伴
う
標
本
の
非
ラ
ン
ダ
ム
性
の
問
題
が
残
っ

て
い
る
。
第
四
に
、
市
場
移
行
期
の
中
国
労
働
市
場
は
従
来
の
計
画

経
済
期
の
社
会
・
経
済
制
度
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
党
員
で
あ
る

か
ど
う
か
と
い
う
政
治
資
本
が
労
働
者
の
雇
用
お
よ
び
賃
金
所
得
に

影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ〈
６
〉る。
し
か
し
、
上
記
の
先
行
研
究

で
政
治
資
本
を
考
慮
し
た
分
析
が
少
な
い
。

　
本
稿
で
は
先
行
研
究
の
問
題
点
を
踏
ま
え
、
実
証
分
析
を
行
う
。

本
稿
の
主
な
特
徴
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
全
国
の
代
表

的
な
地
域
で
行
っ
た
中
国
家
計
所
得
調
査
（
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
ｓ
）
の
二
時

点
の
デ
ー
タ
（C

H
IPs2002, C

H
IPs2013

）
を
活
用
し
て
実
証
分

析
を
行
い
、
労
働
市
場
の
分
断
化
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
、
ま
た
二
時
点
の
変
化
を
考
察
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
第
二
に
、

本
稿
で
は
サ
ン
プ
ル
・
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
バ
イ
ア
ス
問
題
に
対
応
す

る
た
め
、
Ｏ
Ｌ
Ｓ
の
み
な
ら
ず
、H

eckm
an

﹇1976

﹈
に
基
づ
く
二

段
階
の
推
定
法
（H

eckm
an’ s two-step estim

ator

以
下
で
は
、「
二

段
階
の
推
定
法
」
と
略
称
す
る
場
合
も
あ
る
）
に
よ
る
賃
金
関
数
も

推
定
す
る
。
第
三
に
、
人
的
資
本
と
政
治
資
本
を
含
む
分
析
を
行

い
、
政
治
資
本
の
影
響
を
検
討
す
る
こ
と
も
、
本
稿
の
も
う
一
つ
の

大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

二
　
計
量
分
析
の
枠
組
み

㈠
　
推
定
モ
デ
ル

　
計
量
分
析
の
手
順
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
賃
金
関
数
を

推
定
し
、
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
の
賃
金
構
造
を
解
明

す
る
。
次
に
、Blinder-O

axaca ﹇Blinder 1973; O
axaca 1973

﹈
の

要
因
分
解
モ
デ
ル
を
用
い
て
賃
金
格
差
に
関
す
る
要
因
分
解
分
析
を

行
う
。

　（
１
）式
は
所
得
関
数
の
Ｏ
Ｌ
Ｓ
推
定
式
で
あ
る
。

lnW
i

＝a

＋βX
i

＋ui  

（
1
）

　（
１
）式
に
お
い
て
、lnW

は
時
間
当
た
り
賃
金
の
対
数
値
、X

が

賃
金
に
影
響
を
与
え
る
各
要
因
、β

はX

の
推
定
係
数
、u

は
誤
差

項
を
示
す
。

　
Ｏ
Ｌ
Ｓ
で
は
就
業
す
る
か
ど
う
か
の
選
択
を
考
慮
し
て
い
な
い
た

め
、
分
析
結
果
に
標
本
の
非
ラ
ン
ダ
ム
性
の
問
題
が
残
さ
れ
る

﹇H
eckm

an 1976
﹈。
こ
う
し
た
サ
ン
プ
ル
・
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
バ
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イ
ア
ス
を
修
正
す
る
た
め
、
ヘ
ッ
ク
マ
ン
二
段
階
推
定
法
を
用
い

る
。
具
体
的
に
、
第
一
段
階
で
就
業
形
態
の
選
択
に
関
す
る
多
項
プ

ロ
ビ
ッ
ト
分
析
を
行
い
、
逆
ミ
ル
ズ
比
（λ

）
を
求
め
る
。
第
二
段

階
の
Ｏ
Ｌ
Ｓ
推
定
に
逆
ミ
ル
ズ
比
を
加
え
る
こ
と
で
、
Ｏ
Ｌ
Ｓ
推
定

値
の
バ
イ
ア
ス
を
修
正
す
る
。
賃
金
関
数
の
二
段
階
推
定
法
の
推
定

式
を（
２
）式
で
示
す
。

lnW
i

＝a

＋βX
i

＋β
λ  λi

＋v
i  

（
2
）

　
賃
金
格
差
に
関
す
る
要
因
分
解
式
に
つ
い
て
は
、
出
稼
ぎ
労
働
者

と
都
市
戸
籍
労
働
者
の
賃
金
関
数
を（
3
）式
で
示〈
７
〉す。

lnW
ui

＝βu X
ui

＋εui 
lnW

m
i

＝βm
 X

m
i

＋εm
i  

（
３
）

　（
３
）式
で
下
付
き
の
添
字u

お
よ
びm

は
都
市
戸
籍
労
働
者
と

出
稼
ぎ
労
働
者
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。lnW

ui

お
よ
びlnW

m
は
時
間

当
た
り
賃
金
の
対
数
値
、X
u

お
よ
びX

m

は
賃
金
に
影
響
を
与
え

る
各
要
因
、βu

お
よ
びβm

は
賃
金
関
数
で
求
め
ら
れ
る
各
要
因
の

推
定
係
数
、εu

お
よ
びεm

は
誤
差
項
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。

　O
axaca

﹇1973

﹈、Blinder

﹇1973

﹈
は
、
労
働
生
産
性
の
差
異

に
起
因
す
る
格
差
（differentials

）、
お
よ
び
労
働
生
産
性
が
同
じ

で
も
差
別
的
取
り
扱
い
に
起
因
す
る
格
差
（d

〈
８
〉

iscrim
inations

）
に

よ
っ
て
、
賃
金
格
差
が
生
じ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
前
者
を
属
性
格

差
（
平
均
値
に
よ
る
格
差
）、
後
者
を
評
価
格
差
（
推
定
係
数
に
基

づ
く
格
差
）
と
定
義
し
て
い
る
。（
4.1
）式
あ
る
い
は（
4.2
）式
に
よ
っ

て
、
属
性
格
差
と
評
価
格
差
の
所
得
格
差
へ
の
寄
与
度
を
計
測
す
る

こ
と
が
で
き〈
９
〉る。

lnW
ui

－lnW
m

i

＝(X
ui

－X
m

i ) βu

＋X
m

i (βu

－βm ) 

（
4.1
） 
lnW

ui

－lnW
m

i

＝(X
m

i

－X
ui ) βm

＋X
ui (βm

－βu ) 

（
4.2
）

　（
4.1
）式
、（
4.2
）式
に
お
い
て
、「lnW

ui

－lnW
m

i

」
は
都
市
戸
籍

労
働
者
と
出
稼
ぎ
労
働
者
の
平
均
賃
金
の
対
数
値
の
差
、X

ui

お
よ

びX
m

i

は
各
要
因
の
平
均
値
、βu

お
よ
びβm

は
賃
金
関
数
で
求
め

ら
れ
る
各
要
因
の
推
定
係
数
を
示
す
。

㈡
　
用
い
た
デ
ー
タ
お
よ
び
変
数
設
定
の
説
明

　
本
稿
で
は
二
〇
〇
二
年
お
よ
び
二
〇
一
三
年
中
国
家
計
所
得
調
査

（
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
ｓ
）
の
個
票
デ
ー
タ
を
活
用
す
る
。
二
つ
の
調
査
は
、

二
〇
〇
三
年
お
よ
び
二
〇
一
四
年
に
中
国
社
会
科
学
院
経
済
研
究

所
、
北
京
師
範
大
学
と
国
家
統
計
局
が
実
施
し
た
全
国
の
代
表
的
な

地
域
に
お
け
る
労
働
者
を
調
査
対
象
と
す
る
家
計
所
得
調
査
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
調
査
に
は
、
都
市
戸
籍
住
民
お
よ
び
出
稼
ぎ
労
働
者

が
含
ま
れ
る
た
め
、
都
市
戸
籍
労
働
者
と
出
稼
ぎ
労
働
者
の
賃
金
格

差
に
関
す
る
実
証
分
析
に
活
用
で
き
る
。

　
次
に
用
い
た
変
数
の
定
義
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
被
説
明
変
数
に

つ
い
て
は
、
⑴
就
業
確
率
に
関
す
る
プ
ロ
ビ
ッ
ト
分
析
で
は
、
二
値

選
択
変
数
（
就
業
＝
１
、
非
就
業
＝
0
）
を
被
説
明
変
数
と
し
て
用
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い
る
。
中
国
の
特
有
な
状
況
を
考
慮
し
、
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
ｓ
調
査
票
の
質

問
項
目
に
基
づ
い
て
、
離
職
者
、
退
職
者
、
レ
イ
オ
フ
者
、
早
期
退

職
者
、
失
業
者
、
家
事
を
専
業
と
す
る
者
お
よ
び
他
の
非
就
業
者
を

す
べ
て
非
就
業
者
グ
ル
ー
プ
と
す
る
。
⑵
賃
金
関
数
で
は
、
時
間
当

た
り
賃
金
対
数
を
被
説
明
変
数
と
し
て
用
い
て
い
る
。
時
間
当
た
り

賃
金
は
、
毎
月
の
労
働
所
得
を
対
応
す
る
月
労
働
時
間
で
割
っ
た
も

の
で
あ
る
。

　
説
明
変
数
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
で
用
い
ら
れ
る

説
明
変
数
を
参
照
し
た
う
え
で
、
主
に
人
的
資
本
、
政
治
資
本
、
他

の
要
因
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
変
数
を
設
定
し
た
。

　
⑴
　Becker

﹇1964

﹈、M
incer

﹇1974
﹈
の
人
的
資
本
理
論
に
よ

れ
ば
、
人
的
資
本
が
所
得
に
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

た
め
、
本
稿
で
も
先
行
研
究
で
通
常
用
い
ら
れ
る
教
育
年
数
、
経
験

年
〉
10
〈数

、
経
験
年
数
の
二
乗
を
基
本
的
な
人
的
資
本
の
代
理
指
標
と
し

て
設
定
し
て
い
る
。

　
⑵
　
中
国
に
お
け
る
社
会
政
治
制
度
の
主
な
特
徴
は
、
共
産
党
と

い
う
政
治
組
織
が
存
在
し
、
社
会
経
済
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
強
大
な
影

響
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。G

ustafsson and Li

﹇2000

﹈、

厳
﹇2008

﹈、M
a

﹇2018a, 2018b, 2019

﹈、
馬
・
岩
﨑
﹇2019

﹈
は
、

賃
金
の
党
員
プ
レ
ミ
ア
ム
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本
稿

で
は
党
員
ダ
ミ
ー
を
政
治
資
本
の
代
理
指
標
と
し
て
設
定
し
て
い

る
。

　
⑶
　
他
の
要
因
に
関
し
て
は
、
性
別
、
漢
民
族
、
健
康
、
既
婚
、

業
種
、
企
業
所
有
制
、
お
よ
び
地
域
ダ
ミ
ー
変
数
は
、
説
明
変
数
と

し
て
採
用
し
て
い
る
。

　
最
後
に
サ
ン
プ
ル
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
都
市
戸
籍
労

働
者
と
出
稼
ぎ
労
働
者
の
サ
ン
プ
ル
を
用
い
た
。
国
有
部
門
に
お
け

る
定
年
制
度
の
影
響
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
分
析
対
象
の
年
齢
を
一

六
〜
六
〇
歳
未
満
に
限
定
し
、
ま
た
欠
損
値
お
よ
び
異
常
値
を
除
外

し
た
。
分
析
で
用
い
た
サ
ン
プ
ル
数
は
、
二
〇
〇
二
年
都
市
戸
籍
労

働
者
が
九
五
七
七
人
、
同
出
稼
ぎ
労
働
者
が
三
二
八
九
人
、
二
〇
一

三
年
都
市
戸
籍
労
働
者
が
九
六
二
〇
人
、
同
出
稼
ぎ
労
働
者
が
一
二

二
八
人
で
あ
る
。

三
　
個
票
デ
ー
タ
の
ク
ロ
ス
集
計
か
ら
み
た
出
稼
ぎ

労
働
者
と
都
市
戸
籍
住
民
間
の
格
差
の
実
態

㈠
　
各
要
因
別
に
み
た
賃
金
格
差

　
表
１
に
各
要
因
別
に
み
た
賃
金
格
差
の
状
況
を
ま
と
め
た
。
出
稼

ぎ
労
働
者
の
賃
金
が
都
市
戸
籍
労
働
者
の
賃
金
に
占
め
る
割
合
を
賃

金
格
差
の
指
標
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
数
値
が
低
く
な
る

ほ
ど
、
賃
金
格
差
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ク
ロ
ス
集
計

の
結
果
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
に
、
二
〇
〇
二
年
に
比
べ
、
二
〇
一
三
年
の
場
合
、
賃
金
格

差
が
縮
小
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
高
学
歴
者
（
短
大
以
上
）
グ
ル
ー
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プ
で
、
賃
金
格
差
は
二
〇
〇
二
年
の
五
八
・
九
％
か
ら
二
〇
一
三
年

の
七
八
・
〇
％
へ
と
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
二
〇
〇
二
年
の
場
合
、
賃
金
格
差
は
低
学
歴
者
の
ほ
う

が
高
学
歴
者
よ
り
大
き
い
が
、
二
〇
一
三
年
の
場
合
、
賃
金
格
差
に

お
け
る
学
歴
間
の
差
異
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

　
第
三
に
、
二
時
点
に
お
い
て
、
党
員
グ
ル
ー
プ
の
賃
金
格
差
は
非

党
員
グ
ル
ー
プ
よ
り
小
さ
い
。
例
え
ば
、

二
〇
一
三
年
の
場
合
、
賃
金
格
差
は
、
党

員
グ
ル
ー
プ
が
八
八
・
六
％
で
、
非
党
員

グ
ル
ー
プ
（
八
四
・一
％
）
よ
り
小
さ
い
。

　
第
四
に
、
二
時
点
に
お
い
て
、
国
有
部

門
の
賃
金
格
差
は
非
国
有
部
門
（
民
営
部

門
、自
営
業
、そ
の
他
）よ
り
大
き
い
。
例

え
ば
、
二
〇
一
三
年
の
場
合
の
賃
金
格
差

は
、
国
有
部
門
が
七
八
・
六
％
で
、
非
国

有
部
門
（
民
営
部
門
八
四
・
八
％
、
自
営

業
九
二
・二
％
、
他
の
部
門
八
六
・四
％
）

よ
り
大
き
い
。

　
第
五
に
、
業
種
に
よ
っ
て
賃
金
格
差
が

異
な
り
、
ま
た
そ
の
賃
金
格
差
は
変
化
し

て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
二
年
の
場

合
、
サ
ー
ビ
ス
業
（
五
二
・
一
％
）
で
最

も
大
き
い
が
、
二
〇
一
三
年
の
場
合
、
建

設
業
（
八
二
・二
％
）
で
最
も
大
き
い
。

表１　各要因別出稼ぎ労働者と都市戸籍労働者の賃金格差

2002 2013

都市
（U）

出稼ぎ
（M）

格差
（M/U）

都市
（U）

出稼ぎ
（M）

格差
（M/U）

学歴別
　小学校以下
　中学校
　高校
　短大以上

5.796
5.419
6.289
8.397

2.324
3.099
3.908
4.942

40.1％
57.2％
62.1％
58.9％

8.946
10.230
12.132
17.372

9.205
10.104
12.110
13.551

102.9％
98.8％
99.8％
78.0％

党員別
　党員
　非党員

7.305
5.284

4.239
3.048

58.0％
57.7％

16.887
12.648

14.962
10.634

88.6％
84.1％

企業所有制部門別
　国有部門
　民営部門
　自営業
　その他

6.517
4.901
3.489
5.299

3.029
3.697
3.019
2.842

46.5％
75.4％
86.5％
53.6％

15.398
13.049
11.645
10.408

12.102
11.064
10.739
8.992

78.6％
84.8％
92.2％
86.4％

業種部門別
　建設業
　製造業
　小売・卸売業
　サービス業

4.968
4.968
4.175
5.088

4.762
3.896
2.784
2.650

95.9％
78.4％
66.7％
52.1％

15.559
12.951
10.532
12.526

12.786
10.804
9.842

11.566

82.2％
83.4％
93.4％
92.3％

注：１）年齢を16‒60歳未満に限定した。
　　２ ）時間当たり賃金率を用いた。2002年都市物価指数を基準にして賃

金水準を調整した。
出所：CHIPs2002および CHIPs2013に基づき計測。



156

㈡
　
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
に
お
け
る 

人
的
資
本
の
格
差

　
表
2
に
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
が
持
つ
人
的
資
本
の

差
異
を
ま
と
め
た
。
各
学
歴
の
分
布
の
割
合
お
よ
び
そ
の
差
を
示
し

て
い
る
。
以
下
の

こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。

　
第
一
に
、
二
時

点
に
お
い
て
、
人

的
資
本
に
お
け
る

両
グ
ル
ー
プ
間
の

差
異
が
存
在
し
、

中
レ
ベ
ル
の
学
歴

（
高
校
）
お
よ
び

高
学
歴
（
短
大
以

上
）
を
有
す
る
労

働
者
の
割
合
は
、

都
市
戸
籍
労
働
者

が
出
稼
ぎ
労
働
者

よ
り
多
い
。
例
え

ば
、
二
〇
一
三
年

の
場
合
、
短
大
以

上
の
教
育
水
準
を
有
す
る
労
働
者
の
割
合
は
、
都
市
戸
籍
労
働
者
が

三
八
・
八
％
、
出
稼
ぎ
労
働
者
が
一
二
・
〇
％
で
、
両
者
の
差
は
二

六
・八
％
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
一
三
年
に
か
け
て
、
出
稼
ぎ
労

働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
間
の
教
育
水
準
の
差
異
が
小
さ
く
な
っ
て

い
る
。
例
え
ば
、
分
布
割
合
に
つ
い
て
は
、
高
校
卒
グ
ル
ー
プ
が
二

〇
〇
二
年
一
六
・二
％
か
ら
二
〇
一
三
年
八
・
〇
％
、
短
大
以
上
卒
グ

ル
ー
プ
が
二
〇
〇
二
年
四
六
・五
％
か
ら
二
〇
一
三
年
二
六
・八
％
へ

と
縮
小
し
て
い
る
。
義
務
教
育
普
及
や
農
村
へ
の
公
的
教
育
投
資
の

拡
大
な
ど
の
政
策
に
よ
っ
て
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
出
稼
ぎ
労
働

者
の
教
育
水
準
が
上
昇
し
、
人
的
資
本
（
と
く
に
教
育
水
準
）
に
お

け
る
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
間
の
格
差
が
縮
小
し
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

㈢
　
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
に
お
け
る 

政
治
資
本
の
格
差

　
図
１
に
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
が
持
つ
政
治
資
本
の

差
異
を
ま
と
め
た
。
党
員
と
非
党
員
の
分
布
の
割
合
を
示
し
て
い

る
。
二
時
点
に
お
い
て
、
政
治
資
本
に
お
け
る
両
グ
ル
ー
プ
間
に
は

差
異
が
存
在
し
、
党
員
資
格
を
有
す
る
労
働
者
の
割
合
は
、
都
市
戸

籍
労
働
者
が
出
稼
ぎ
労
働
者
よ
り
多
い
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
二
年
の

場
合
、党
員
労
働
者
の
割
合
は
、都
市
戸
籍
労
働
者
が
二
九
・三
％
、

出
稼
ぎ
労
働
者
が
三
・
三
％
、
両
者
の
格
差
は
二
六
・
〇
％
と
大
き

      表２　 出稼ぎ労働者と都市戸籍労働者における 
学歴分布の格差 （％）

2002 2013

都市 出稼ぎ 格差 都市 出稼ぎ 格差

小学校以下
中学校
高　校
短大以上

1.8
15.4
34.0
48.8

26.0
53.9
17.8
2.3

‒24.2
‒38.5
16.2
46.5

4.7
26.1
30.4
38.8

14.1
51.5
22.4
12.0

‒9.6
‒25.4

8.0
26.8

合　計 100.0 100.0 100.0 100.0

注：１）格差＝都市戸籍労働者（都市）－出稼ぎ労働者（出稼ぎ）
　　２）年齢を16‒60歳未満に限定した。
出所：CHIPs2002および CHIPs2013に基づき計測。
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い
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
の
場
合
、
党
員
労
働
者
の
割
合
は
、
都
市

戸
籍
労
働
者
が
二
〇
・八
％
、
出
稼
ぎ
労
働
者
が
四
・三
％
、
両
者
の

格
差
は
一
六
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
一
三

年
に
か
け
て
、
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
間
の
政
治
資
本

の
差
異
は
小
さ
く
な
る
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
の
差
異
が
依
然
と
し
て

存
在
す
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

㈣
　
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
に
お
け
る 

就
業
部
門
分
布
の
格
差

　
中
国
都
市
労
働
市
場
は
、企
業
所
有
制
形
態
（
国
有
と
非
国
有
）、

業
種
（
独
占
産
業
と
競
争
産
業
）
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
い
る
﹇M

a 
2018a, 2018b, 2018c

﹈。
表
3
は
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働

者
に
お
け
る
企
業
所
有
制
部
門
分
布
の
格
差
、
表
4
は
都
市
戸
籍
労

働
者
と
出
稼
ぎ
労
働
者
に
お
け
る
産
業
部
門
分
布
の
格
差
を
そ
れ
ぞ

れ
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
二
時
点
に
お
い
て
、
国
有
部
門
に
就
業
す
る
労
働
者
の

割
合
は
、
都
市
戸
籍
労
働
者
の
ほ
う
が
出
稼
ぎ
労
働
者
よ
り
多
い

（
表
３
）。
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
一
三
年
に
か
け
て
、
国
有
部
門
分

布
に
お
け
る
両
グ
ル
ー
プ
間
の
格
差
は
縮
小
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、

そ
の
格
差
は
依
然
と
し
て
大
き
い
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
二
年
の
場

合
、
国
有
部
門
労
働
者
の
割
合
は
、
都
市
戸
籍
労
働
者
が
六
六
・

七
％
、
出
稼
ぎ
労
働
者
が
わ
ず
か
七
・
〇
％
、
両
者
の
格
差
は
五
九
・

七
％
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
の
場
合
、
国
有
部
門
労
働
者
の

割
合
は
、
都
市
戸
籍
労
働
者
が
四
〇
・七
％
、
出
稼
ぎ
労
働
者
が
八
・

八
％
、
両
者
の
格
差
は
三
一
・九
％
と
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
各
業
種
分
布
の
割
合
は
、
都
市
戸
籍
労
働
者
と
出
稼
ぎ

労
働
者
に
よ
っ
て
異
な
る
（
表
４
）。
二
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業

と
小
売
・
卸
売
業
で
就
業
す
る
労
働
者
の
割
合
は
、
出
稼
ぎ
労
働
者

の
ほ
う
が
多
い
。
ま
た
そ
の
他
の
業
種
部
門
の
労
働
者
の
割
合
は
、

（％）

29.3

3.3

20.8

4.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

2002 都市 2002 出稼ぎ 2013 都市 2013 出稼ぎ

図１　 出稼ぎ労働者と都市戸籍労働者における
党員の割合の差異

注：年齢を16‒60歳未満に限定した。都市：都市戸
籍労働者、出稼ぎ：出稼ぎ労働者。

出所：CHIPs2002および CHIPs2013に基づき計測。
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都
市
戸
籍
労
働
者
の
ほ
う
が
多
い
。

出
稼
ぎ
労
働
者
は
、
建
設
業
や
小

売
・
卸
売
業
な
ど
の
競
争
産
業
に
集

中
す
る
一
方
で
、
都
市
戸
籍
労
働
者

が
独
占
産
業
、
政
府
機
関
、
政
府
関

連
機
構
を
含
む
そ
の
他
の
業
種
部
門

に
集
中
す
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
以
上
の
ク
ロ
ス
集
計
の
結
果
に
よ

り
、
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労

働
者
間
の
賃
金
格
差
が
存
在
し
、
ま

た
人
的
資
本
、
政
治
資
本
、
企
業
所

有
制
部
門
、
産
業
部
門
の
分
布
に
お

い
て
も
、
両
者
間
の
差
異
が
観
察
さ

れ
た
。
次
な
る
課
題
は
、
こ
れ
ら
の

要
因
が
ど
の
程
度
両
者
間
の
賃
金
格

差
に
影
響
を
与
え
る
か
、
ま
た
労
働

生
産
性
が
同
じ
で
あ
る
場
合
、
出
稼

ぎ
労
働
者
に
対
す
る
差
別
的
取
り
扱

い
が
存
在
す
る
の
か
な
ど
の
問
題
を

解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
目
的

の
た
め
に
、
以
下
で
は
賃
金
関
数
を

推
定
し
、
賃
金
格
差
に
関
す
る
要
因

分
解
を
行
う
。

          表３　 出稼ぎ労働者と都市戸籍労働者における 
企業所有制部門分布の格差 （％）

2002 2013

都市 出稼ぎ 格差 都市 出稼ぎ 格差

国有部門
民営部門
自営業
その他

66.7
13.8
9.1

10.4

7.0
11.6
73.0
8.4

59.7
2.2

‒63.9
2.0

40.7
32.3
18.9
8.1

8.8
39.1
44.4
7.7

31.9
‒6.8
‒25.5

0.4

合　計 100.0 100.0 100.0 100.0

注：１）格差＝都市戸籍労働者（都市）－出稼ぎ労働者（出稼ぎ）
　　２）年齢を16‒60歳未満に限定した。
出所：CHIPs2002および CHIPs2013に基づき計測。

          表４　 出稼ぎ労働者と都市戸籍労働者における 
産業部門分布の格差 （％）

2002 2013

都市 出稼ぎ 格差 都市 出稼ぎ 格差

建設業
製造業
小売・卸売業
サービス業
その他の業種部門

3.3
25.7
12.2
11.8
47.0

4.6
9.7

47.5
21.7
16.5

‒1.3
16.0
‒35.3
‒9.9
30.5

4.9
14.4
17.5
18.5
44.7

9.0
17.0
35.8
17.5
20.7

‒4.1
‒2.6
‒18.3

1.0
24.0

合　計 100.0 100.0 100.0 100.0

注：１）格差＝都市戸籍労働者（都市）－出稼ぎ労働者（出稼ぎ）
　　２）年齢を16‒60歳未満に限定した。
出所：CHIPs2002および CHIPs2013に基づき計測。
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四
　
計
量
分
析
の
結
果

㈠
　
賃
金
関
数
の
推
定
結
果

　
賃
金
関
数
に
関
す
る
推
定
結
果
を
表
5
（
二
〇
〇
二
年
）、
表
6

（
二
〇
一
三
年
）
に
ま
と
め
た
。
分
析
結
果
よ
り
、
以
下
の
要
因
が

二
時
点
の
賃
金
水
準
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　
第
一
に
、
人
的
資
本
の
影
響
を
み
る
。
⑴
学
歴
の
影
響
に
つ
い
て

は
、
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
の
両
グ
ル
ー
プ
の
い
ず
れ

に
お
い
て
も
、
教
育
水
準
が
高
い
ほ
ど
、
賃
金
水
準
が
高
い
こ
と
が

示
さ
れ
た
。
教
育
の
効
果
に
関
す
る
本
稿
の
分
析
結
果
は
、
李
・
丁

﹇2004

﹈、M
argaret and N

gan

﹇2004

﹈
に
類
似
し
、
人
的
資
本
理

論
と
整
合
的
で
あ
る
。
ま
た
、
教
育
が
賃
金
に
与
え
る
影
響
は
、
都

市
戸
籍
労
働
者
の
ほ
う
が
よ
り
大
き
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
例
え

ば
、
高
校
卒
（
中
レ
ベ
ル
の
学
歴
）
推
定
係
数
の
差
は
、
〇
・
〇
五

八
（
二
〇
〇
二
年
）、
〇
・
〇
三
七
（
二
〇
一
三
年
）
で
あ
り
、
ま
た

短
大
以
上
卒
（
高
学
歴
）
の
推
定
係
数
の
差
は
、
〇
・
〇
九
（
二
〇

〇
二
年
）、
〇
・一
九
四
（
二
〇
一
三
年
）
で
あ
る
。

　
⑵
経
験
年
数
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
両
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
も
、

経
験
年
数
の
上
昇
と
と
も
に
賃
金
が
高
く
な
り
、
一
定
の
年
数
を
超

え
る
と
、
経
験
年
数
の
上
昇
と
と
も
に
賃
金
水
準
が
下
が
る
傾
向
に

あ
る
。
つ
ま
り
、
経
験
年
数
と
賃
金
に
は
逆
Ｕ
字
型
の
関
係
が
あ

る
。
経
験
年
数
分
析
結
果
も
、
人
的
資
本
理
論
と
整
合
的
で
あ
る
。

ま
た
、
経
験
年
数
が
賃
金
に
与
え
る
影
響
は
出
稼
ぎ
労
働
者
の
ほ
う

が
や
や
大
き
い
こ
と
が
見
ら
れ
た
。

　
第
二
に
、
政
治
資
本
に
つ
い
て
は
、
都
市
戸
籍
労
働
者
の
場
合
、

二
時
点
に
お
い
て
、
党
員
ダ
ミ
ー
が
都
市
戸
籍
労
働
者
の
賃
金
に
正

の
有
意
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
党
員
資
格
の
賃
金
プ
レ
ミ
ア
ム
が

存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
分
析
結
果
は
、
馬
・
岩
﨑

﹇2019

﹈、M
a

﹇2019

﹈、Yan

﹇2019

﹈
に
一
致
し
て
い
る
。
具
体

的
に
、
非
党
員
の
場
合
に
比
べ
、
党
員
で
あ
る
場
合
、
都
市
戸
籍
労

働
者
の
賃
金
対
数
値
が
そ
れ
ぞ
れ
八
・
五
％
（
二
〇
〇
二
年
）、
四
・

六
％
（
二
〇
一
三
年
）
高
く
な
る
。
一
方
、
出
稼
ぎ
労
働
者
で
は
、

党
員
資
格
が
賃
金
に
与
え
る
影
響
は
、
統
計
的
に
有
意
で
は
な
い
。

　
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
⑴
都
市

戸
籍
労
働
者
の
大
多
数
が
国
有
部
門
で
働
い
て
お
り
、
国
有
部
門
で

は
管
理
職
な
ど
の
職
位
・
職
階
に
昇
進
す
る
可
能
性
は
党
員
グ
ル
ー

プ
が
非
党
員
グ
ル
ー
プ
よ
り
高
い
。
上
位
の
職
位
・
職
階
へ
の
昇
進

に
お
け
る
党
員
と
非
党
員
間
の
格
差
が
存
在
す
る
た
め
、
他
の
条
件

が
一
定
で
あ
る
場
合
、
党
員
の
平
均
所
得
の
水
準
が
非
党
員
よ
り
高

く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
⑵
国
有
部
門
で
は
、
人
事
評
価
を
行
う
際

に
、
上
司
か
ら
の
評
価
が
重
要
で
あ
る
。
管
理
職
で
党
員
の
割
合
が

高
く
、
党
員
間
の
人
間
関
係
（party m

em
bership

）
が
存
在
す
れ

ば
、
非
党
員
の
労
働
者
に
比
べ
、
上
司
の
評
価
は
党
員
で
あ
る
労
働

者
の
ほ
う
が
高
く
な
る
。
人
事
評
価
に
お
け
る
党
員
と
非
党
員
間
の

格
差
が
存
在
す
る
た
め
、
賃
金
の
党
員
プ
レ
ミ
ア
ム
が
現
れ
る
と
考
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え
ら
れ
る
。

　
第
三
に
、
他
の
要
因
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
⑴
男
女
間
所
得
格
差

に
つ
い
て
は
、
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
の
両
グ
ル
ー
プ

に
お
い
て
、
他
の
要
因
が
一
定
で
あ
れ
ば
、
女
性
に
比
べ
、
男
性
の

賃
金
は
高
い
が
、
男
女
間

賃
金
格
差
は
、
出
稼
ぎ
労

働
者
の
ほ
う
が
よ
り
大
き

い
。
例
え
ば
、
両
グ
ル
ー

プ
間
の
女
性
ダ
ミ
ー
推
定

係
数
の
差
は
、
〇
・
一
一

六
（
二
〇
〇
二
年
）、
〇
・

一
二
四
（
二
〇
一
三
年
）

と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇

二
年
に
比
べ
、
二
〇
一
三

年
の
場
合
、
両
グ
ル
ー
プ

間
の
男
女
間
賃
金
格
差
の

差
異
が
大
き
く
な
っ
て
い

る
。

　
⑵
企
業
所
有
制
の
影
響

に
つ
い
て
は
、
都
市
戸
籍

労
働
者
グ
ル
ー
プ
に
お
い

て
、
二
時
点
と
も
、
国
有

部
門
に
勤
め
る
者
に
比

べ
、
非
国
有
部
門
（
民
営
部
門
、
自
営
業
部
門
）
に
勤
め
る
者
の
賃

金
水
準
が
低
い
。
一
方
、
出
稼
ぎ
労
働
者
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
二

〇
〇
二
年
の
場
合
、
国
有
部
門
に
勤
め
る
者
に
比
べ
、
非
国
有
部
門

（
民
営
部
門
、
自
営
業
部
門
）
に
勤
め
る
者
の
賃
金
水
準
が
そ
れ
ぞ

表５　出稼ぎ労働者と都市戸籍労働者の賃金関数（2002年）

都市（U） 出稼ぎ（M） 格差

係数 ｔ値 係数 ｔ値 U－M

経験年数 0.024*** 6.38 0.026*** 4.07 ‒0.002
経験年数二乗 0.000*** ‒3.84 ‒0.001*** ‒4.94 0.001
教育（中学校）
　小学校以下 ‒0.185*** ‒4.62 ‒0.114*** ‒3.95 ‒0.071
　高校 0.236*** 13.95 0.178*** 5.84 0.058
　短大以上 0.520*** 25.79 0.430*** 5.71 0.090
健康 ‒0.021 ‒1.56 0.047 1.22 ‒0.068
党員 0.085*** 5.73 0.074 1.19 0.011
女性 ‒0.116*** ‒9.11 ‒0.232*** ‒10.26 0.116
漢民族 ‒0.061** ‒1.97 0.044 1.13 ‒0.105
既婚 0.082*** 3.23 0.073* 1.65 0.009
所有制（国有部門）
　民営部門 ‒0.170*** ‒8.85 0.186*** 3.53 ‒0.356
　自営業 ‒0.473*** ‒19.27 0.101** 2.25 ‒0.574
　その他 ‒0.113*** ‒5.41 ‒0.072 ‒1.30 ‒0.041
業種（製造業）
　建築業 ‒0.093*** ‒2.60 ‒0.205*** ‒3.49 0.112
　小売業・卸業 ‒0.195*** ‒5.05 ‒0.456*** ‒8.96 0.261
　サービス業 ‒0.145*** ‒3.78 ‒0.434*** ‒8.19 0.289
　その他 0.105*** 3.01 ‒0.297*** ‒5.41 0.402
地域（東部）
　中部 ‒0.427*** ‒29.36 ‒0.267*** ‒10.30 ‒0.16
　西部 ‒0.328*** ‒21.17 ‒0.287*** ‒10.51 ‒0.041
定数項 1.149*** 17.36 0.977*** 8.86 0.172

サンプル数 9569 3289
調整済決定係数 0.313 0.174

注：１）*、**、***はそれぞれ有意水準10％、５％、１％を示す。
　　２）格差は都市戸籍労働者と出稼ぎ労働者の推定係数値の差である。
出所：CHIPs2002に基づき計測。
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れ
一
八
・
六
％
（
民
営
部
門
）、
一
〇
・
一
％
（
自
営
業
部
門
）
高

い
。
た
だ
、
二
〇
一
三
年
の
場
合
、
賃
金
水
準
に
お
け
る
企
業
所
有

制
部
門
間
の
差
異
が
統
計
的
に
有
意
で
は
な
い
。
企
業
所
有
制
が
賃

金
水
準
に
与
え
る
影
響
は
、
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
に

よ
っ
て
異
な
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
影
響
は
時
間
の
経
過
と
と
も
に

変
化
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　
⑶
産
業
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
都
市
戸
籍
労
働
者
、
出
稼
ぎ
労
働

者
い
ず
れ
に
お
い
て
も
産
業
間
の
賃
金
格
差
が
存
在
し
て
お
り
、
製

造
業
に
比
べ
、
建
設
業
、

小
売
業
・
卸
業
お
よ
び

サ
ー
ビ
ス
業
で
賃
金
水
準

が
よ
り
低
く
な
る
傾
向
に

あ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
三

年
の
サ
ー
ビ
ス
業
を
除
い

て
、
多
く
の
業
種
に
お
い

て
、
業
種
が
賃
金
に
与
え

る
影
響
は
、
出
稼
ぎ
労
働

者
が
都
市
戸
籍
労
働
者
よ

り
大
き
い
。

　
賃
金
関
数
の
推
定
結
果

に
よ
り
、
各
要
因
が
賃
金

水
準
に
与
え
る
影
響
で

は
、
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都

市
戸
籍
労
働
者
間
の
差
異

が
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ

れ
た
。
例
え
ば
、
教
育
、

政
治
資
本
と
企
業
所
有
制

表６　出稼ぎ労働者と都市戸籍労働者の賃金関数（2013年）

都市（U） 出稼ぎ（M） 格差

係数 ｔ値 係数 ｔ値 U－M

経験年数 0.032*** 8.60 0.044*** 4.12 ‒0.012
経験年数二乗 0.000*** ‒7.75 ‒0.001*** ‒4.61 0.001
教育（中学校）
　小学校以下 ‒0.062* ‒1.63 0.073 1.15 ‒0.135
　高校 0.187*** 9.26 0.150*** 2.96 0.037
　短大以上 0.542*** 23.11 0.348*** 4.64 0.194
健康 0.093*** 4.84 0.080 1.36 0.013
党員 0.046** 2.31 0.054 0.56 ‒0.008
女性 ‒0.226*** ‒15.02 ‒0.350*** ‒8.64 0.124
漢民族 0.042 1.23 0.264*** 2.95 ‒0.222
既婚 0.073*** 2.92 ‒0.023 ‒0.34 0.096
所有制（国有部門）
　民営部門 ‒0.058*** ‒2.89 ‒0.096 ‒1.25 0.038
　自営業 ‒0.094*** ‒3.72 ‒0.054 ‒0.68 ‒0.040
　その他 ‒0.240*** ‒8.06 ‒0.435*** ‒4.34 0.195
業種（製造業）
　建築業 ‒0.216*** ‒5.64 ‒0.244*** ‒2.92 0.028
　小売業・卸業 ‒0.328*** ‒8.63 ‒0.328*** ‒4.36 0.000
　サービス業 ‒0.294*** ‒7.91 ‒0.208*** ‒2.60 ‒0.086
　その他 ‒0.169*** ‒4.72 ‒0.272*** ‒3.40 0.103
地域（東部）
　中部 ‒0.253*** ‒15.03 ‒0.178*** ‒4.06 ‒0.075
　西部 ‒0.212*** ‒11.09 ‒0.094* ‒1.64 ‒0.118
定数項 2.203*** 30.21 2.113*** 10.61 0.090

サンプル数 9620 1228
調整済決定係数 0.198 0.142

注：１）*、**、***はそれぞれ有意水準10％、５％、１％を示す。
　　２）格差は都市戸籍労働者と出稼ぎ労働者の推定係数値の差である。
出所：CHIPs2013に基づき計測。
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の
影
響
は
都
市
戸
籍
労
働
者
の
ほ
う
が
よ
り
大
き
い
一
方
で
、
経
験

年
数
と
業
種
の
影
響
は
出
稼
ぎ
労
働
者
の
方
が
よ
り
大
き
い
。
こ
れ

ら
の
差
異
の
一
部
は
、
出
稼
ぎ
労
働
者
に
対
す
る
差
別
的
取
り
扱
い

に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
に
起
因
す
る
差
別

が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
程
度
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
の
賃
金

格
差
に
寄
与
す
る
の
か
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
差
異
を
含
め
て
両

グ
ル
ー
プ
間
の
賃
金
格
差
に
関
す
る
要
因
分
解
分
析
を
行
い
、
各
要

因
の
影
響
を
数
量
的
に
明
ら
か
に
す
る
。

㈡
　
賃
金
格
差
に
関
す
る
要
因
分
解
の
結
果

　
要
因
分
解
の
結
果
を
表
７
（
二
〇
〇
二
年
）、
図
2
（
二
〇
〇
二

年
）、
表
8
（
二
〇
一
三
年
）、
図
3
（
二
〇
一
三
年
）
に
ま
と
め

た
。
表
７
と
表
８
は
、
賃
金
関
数
に
お
け
る
す
べ
て
の
要
因
の
寄
与

度
を
示
し
て
お
り
、
図
２
と
図
３
は
、
賃
金
格
差
拡
大
に
影
響
を
与

え
る
上
五
位
の
要
因
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
結
果
に
よ
っ

て
、
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
第
一
に
、
二
時
点
に
お
い
て
、
賃
金
格
差
に
与
え
る
影
響
は
、
属

性
格
差
（
一
〇
六
・六
％
、
一
二
九
・三
％
）
が
評
価
格
差
（
マ
イ
ナ

ス
六
・
六
％
、
マ
イ
ナ
ス
二
九
・
三
％
）
よ
り
大
き
い
（
表
７
、
表

８
）。
差
別
的
取
り
扱
い
の
影
響
に
比
べ
、
人
的
資
本
や
政
治
資
本

な
ど
の
各
要
因
の
差
異
が
賃
金
格
差
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と

が
示
さ
れ
た
。

　
第
二
に
、
賃
金
格
差
拡
大
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
主
な
要
因
に

関
し
て
は
、
以
下
の
こ
と
が
示
さ
れ
た
（
図
２
、
図
３
）。

　
ま
ず
、
二
〇
〇
二
年
の
場
合
、
⑴
属
性
格
差
に
お
け
る
企
業
所
有

制
（
四
四
・六
％
）、
教
育
（
三
八
・七
％
）、
業
種
（
一
五
・三
％
）、

経
験
数
数
（
三
・
五
％
）、
党
員
（
三
・
三
％
）
が
賃
金
格
差
の
拡
大

に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
⑵
評
価
格
差
に
お
け
る
業
種
部
門
（
三

九
・三
％
）、
定
数
〉
11
〈項

（
二
五
・九
％
）、
経
験
年
数
（
二
三
・八
％
）、

女
性
（
七
・
六
％
）、
お
よ
び
既
婚
（
一
・
二
％
）
が
賃
金
格
差
の
拡

大
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
の
場
合
、
⑴
属
性
格
差
に

お
け
る
教
育
（
九
九
・三
％
）、
企
業
所
有
制
（
一
六
・
〇
％
）、
業
種

（
一
三
・二
％
）、
党
員
（
四
・五
％
）、
経
験
年
数
（
二
・七
％
）
が
賃

金
格
差
の
拡
大
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
⑵
評
価
格
差
に
お
け
る
定

数
項
（
五
三
・七
％
）、既
婚
（
四
八
・二
％
）、女
性
（
三
〇
・五
％
）、

教
育
（
七
・
四
％
）、
お
よ
び
企
業
所
有
制
（
七
・
三
％
）
が
賃
金
格

差
の
拡
大
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
二
時
点
に
お
い
て
、
属
性
格
差

で
は
人
的
資
本
、
政
治
資
本
や
労
働
市
場
分
断
化
に
よ
る
部
門
分
布

の
差
異
が
賃
金
格
差
に
与
え
る
影
響
が
大
き
く
、
ま
た
評
価
格
差
で

は
、
経
験
年
数
や
教
育
な
ど
の
人
的
資
本
に
対
す
る
評
価
の
違
い
、

女
性
や
家
族
要
因
に
対
す
る
差
別
的
取
り
扱
い
の
影
響
が
よ
り
大
き

い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
人
的
資
本
要
因
に
対
す
る
評
価
の
違
い
は
、

賃
金
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
違
い
に
関
連
す
る
。
例
え
ば
、
経
験
年

数
に
対
す
る
評
価
が
国
有
部
門
で
実
施
さ
れ
て
い
る
年
功
賃
金
（
年

齢
給
）
制
度
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
計
画
経
済
時
期
に
、
国

有
部
門
で
年
功
賃
金
制
度
が
導
入
さ
れ
、
年
齢
増
加
と
と
も
に
賃
金
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水
準
が
徐
々
に
上
昇
し
た
。
体
制
移
行
期
に
、
国
有
企
業
の
改
革
と

と
も
に
、
年
功
賃
金
制
度
が
賃
金
水
準
に
与
え
る
影
響
が
小
さ
く

な
っ
た
が
、
都
市
戸
籍
労
働
者
が
依
然
と
し
て
年
功
賃
金
制
度
の
大

き
な
影
響
を
受
け
る
と
、
年
功
賃
金
制
度
の
実
施
対
象
の
違
い
に
よ

る
出
稼
ぎ
労
働
者
に
対
す
る
差
別
的
取
り
扱
い
問
題
が
生
じ
、
賃
金

格
差
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
二
〇
〇
二
年
と
二
〇
一
三
年
を
比
較
す
る
と
、
⑴
属
性
格

差
に
関
し
て
は
、
二
時
点
に
お
い
て
、
人
的
資
本
や
政
治
資
本
の
差

異
、
お
よ
び
部
門
分
布
の
差
異
が
賃
金
格
差
の
形
成
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
要
因
の
影
響
は
、
二
〇
一
三
年
が
二
〇
〇

二
年
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
人
的
資
本
と
政
治
資
本

の
影
響
に
関
し
て
は
、
教
育
の
寄
与
度
は
二
〇
〇
二
年
の
三
八
・

七
％
か
ら
二
〇
一
三
年
の
九
九
・
三
％
へ
、
党
員
の
寄
与
度
は
二
〇

〇
二
年
の
三
・三
％
か
ら
二
〇
一
三
年
の
四
・五
％
へ
と
上
昇
し
て
い

  表７　 出稼ぎ労働者と都市戸籍労働者間の 
賃金格差に関する要因分解の結果（2002年）

数値 割合（％）

属性格差 評価格差 属性格差 評価格差

全体 0.708 ‒0.044 106.6 ‒6.6
経験年数 0.023 0.158 3.5 23.8
教育 0.257 ‒0.006 38.7 ‒0.8
健康 0.005 ‒0.062 0.7 ‒9.3
党員 0.022 0.000 3.3 0.1
女性 ‒0.001 0.050 ‒0.1 7.6
漢民族 ‒0.003 ‒0.096 ‒0.4 ‒14.5
既婚 ‒0.001 0.008 ‒0.2 1.2
企業所有制 0.296 ‒0.463 44.6 ‒69.8
業種 0.101 0.263 15.3 39.3
地域 0.009 ‒0.069 1.2 ‒10.0
定数項 0.000 0.172 0.0 25.9

出所：CHIPs2002に基づき計測。Blinder‒Oaxacaモデルに
よる要因分解分析。

  表８　 出稼ぎ労働者と都市戸籍労働者間の 
賃金格差に関する要因分解の結果（2013年）

数値 割合（％）

属性格差 評価格差 属性格差 評価格差

全体 0.217 ‒0.049 129.3 ‒29.3
経験年数 0.004 ‒0.057 2.7 ‒33.7
教育 0.166 0.012 99.3 7.4
健康 ‒0.004 0.012 ‒2.6 7.0
党員 0.008 0.000 4.5 ‒0.2
女性 ‒0.007 0.051 ‒4.4 30.5
漢民族 0.000 ‒0.211 0.0 ‒126.2
既婚 0.002 0.081 1.0 48.2
企業所有制 0.027 0.012 16.0 7.3
業種 0.022 0.011 13.2 6.7
地域 ‒0.001 ‒0.05 ‒0.5 ‒30.0
定数項 0.000 0.090 0.0 53.7

出所：CHIPs2013に基づき計測。Blinder‒Oaxacaモデルに
よる要因分解分析。
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る
。
全
体
的
に
み
る
と
、
時
間
の
経
過

と
と
も
に
、
出
稼
ぎ
労
働
者
の
教
育
水

準
は
高
く
な
っ
て
き
た
が
、
両
グ
ル
ー

プ
間
の
教
育
水
準
の
差
異
が
依
然
と
し

て
大
き
く
、
近
年
に
な
る
ほ
ど
、
こ
う

し
た
教
育
水
準
の
差
が
賃
金
格
差
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
示
さ
れ

た
。
ま
た
政
治
資
本
の
差
異
も
拡
大

し
、
そ
れ
も
賃
金
格
差
拡
大
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
⑵
評
価
格

差
に
関
し
て
は
、
定
数
項
、
既
婚
、
女

性
の
寄
与
度
は
二
〇
一
三
年
が
二
〇
〇

二
年
よ
り
大
き
く
な
り
、
ま
た
教
育
お

よ
び
企
業
所
有
制
の
影
響
が
大
き
く

な
っ
て
い
る
。
女
性
と
家
族
要
因
に
よ

る
差
別
的
取
り
扱
い
は
出
稼
ぎ
労
働
者

グ
ル
ー
プ
で
よ
り
大
き
く
な
っ
て
き
た

た
め
、
賃
金
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
教
育
に
関
す
る
分

析
結
果
に
関
し
て
は
、
新
古
典
派
経
済

学
に
お
け
る
人
的
資
本
理
論
に
よ
る

と
、
人
的
資
本
が
同
じ
で
あ
れ
ば
（
労

働
生
産
性
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
意
味

44.6
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図２　賃金格差の拡大に寄与する主な要因（2002年）

出所：CHIPs2002に基づき計測。Blinder-Oaxacaモデルによる要因分解分析。
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図３　賃金格差の拡大に寄与する主な要因（2013年）

出所：CHIPs2013に基づき計測。Blinder-Oaxacaモデルによる要因分解分析。
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す
る
）、
賃
金
水
準
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
本
稿
の
分
析
結
果
に
よ
っ
て
、
他
の
要
因
が
一
定
で
あ
る
場

合
、
教
育
水
準
が
同
じ
で
も
、
教
育
収
益
率
は
都
市
戸
籍
労
働
者
が

出
稼
ぎ
労
働
者
よ
り
高
く
、
こ
れ
は
賃
金
格
差
拡
大
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
教
育
収
益
率
の

差
異
が
存
在
す
る
の
か
。
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ

る
。
第
一
に
、
労
働
市
場
で
は
、
出
稼
ぎ
労
働
者
に
対
す
る
差
別
的

取
り
扱
い
が
存
在
す
る
と
、
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
労
働
者
の

教
育
水
準
が
同
じ
で
も
、
出
稼
ぎ
労
働
者
の
賃
金
水
準
が
低
く
さ
れ

る
結
果
、
両
グ
ル
ー
プ
間
の
教
育
収
益
率
の
差
異
が
現
れ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
第
二
に
、
都
市
労
働
市
場
に
お
い
て
、
都
市
戸
籍
労
働
者

に
比
べ
、
出
稼
ぎ
労
働
者
の
場
合
、
仕
事
探
し
の
社
会
資
本
（
両

親
、
親
戚
、
友
達
の
仲
介
な
ど
）
が
少
な
い
。
あ
る
い
は
、
求
職
情

報
を
入
手
で
き
る
能
力
な
ど
は
、
出
稼
ぎ
労
働
者
が
都
市
戸
籍
労
働

者
よ
り
低
い
。
そ
の
た
め
、
出
稼
ぎ
労
働
者
は
就
業
の
ミ
ス
マ
ッ
チ

が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
く
な
り
、
自
分
の
能
力
よ
り
低
い
仕
事

（
あ
る
い
は
相
応
し
く
な
い
仕
事
）
に
就
業
す
る
と
、
賃
金
水
準
が

低
く
な
る
。
第
三
に
、
教
育
水
準
の
反
映
で
き
る
能
力
以
外
の
個
人

的
素
質
の
差
異
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
例
え
ば
、
認
知
能
力

や
非
認
知
能
力
の
差
異
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
都
市
と

農
村
に
よ
っ
て
、
家
庭
の
教
育
環
境
や
私
的
教
育
投
資
が
異
な
る

﹇
宋 2010; 

王 2012; 

文2017

﹈。
そ
の
た
め
、
両
グ
ル
ー
プ
間
の
観

察
で
き
な
い
能
力
の
差
異
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　
中
国
で
は
、
戸
籍
制
度
の
規
制
緩
和
と
と
も
に
、
農
村
か
ら
都
市

へ
の
労
働
移
動
が
増
加
し
、
都
市
労
働
市
場
で
、
出
稼
ぎ
労
働
者
と

都
市
戸
籍
労
働
者
間
の
格
差
が
拡
大
し
、
労
働
市
場
が
戸
籍
に
よ
っ

て
分
断
化
さ
れ
て
い
る
。
両
グ
ル
ー
プ
間
の
格
差
は
、
ど
の
よ
う
な

要
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市

戸
籍
労
働
者
の
賃
金
格
差
に
つ
い
て
、
中
国
家
計
所
得
調
査
二
時
点

の
個
票
デ
ー
タ
（C

H
IPs2002, C

H
IPs2013

）
を
活
用
し
、
賃
金

関
数
の
推
定
お
よ
びBlinder-O

axaca

モ
デ
ル
に
よ
る
賃
金
格
差
に

関
す
る
要
因
分
解
を
行
っ
た
。
実
証
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
主
な
結
論

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
二
時
点
に
お
い
て
、
賃
金
格
差
に
与
え
る
影
響
は
、
属

性
格
差
の
ほ
う
が
評
価
格
差
よ
り
大
き
い
。
差
別
的
取
り
扱
い
の
影

響
に
比
べ
、
人
的
資
本
や
政
治
資
本
な
ど
の
各
要
因
の
差
異
が
賃
金

格
差
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　
第
二
に
、
賃
金
格
差
拡
大
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
主
な
要
因
に

関
し
て
は
、
二
時
点
に
お
い
て
、
属
性
格
差
で
は
、
人
的
資
本
、
政

治
資
本
（
党
員
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
）
や
労
働
市
場
分
断
化
に
よ
る
部

門
分
布
の
差
異
が
賃
金
格
差
に
与
え
る
影
響
が
大
き
く
、
ま
た
評
価

格
差
で
は
、
経
験
年
数
や
教
育
な
ど
の
人
的
資
本
に
対
す
る
評
価
の

違
い
、
女
性
や
家
族
要
因
に
対
す
る
差
別
的
取
り
扱
い
の
影
響
が
よ
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り
大
き
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　
第
三
に
、
二
〇
〇
二
年
と
二
〇
一
三
年
を
比
較
す
る
と
、
属
性
格

差
に
関
し
て
は
、
二
時
点
に
お
い
て
、
人
的
資
本
や
政
治
資
本
の
差

異
、
お
よ
び
部
門
分
布
の
差
異
が
賃
金
格
差
の
形
成
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
要
因
の
影
響
は
、
二
〇
一
三
年
が
二
〇
〇

二
年
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
評
価
格
差
に
関
し
て
は
、
定
数

項
、
既
婚
、
女
性
の
寄
与
度
は
二
〇
一
三
年
が
二
〇
〇
二
年
よ
り
大

き
く
な
り
、
ま
た
教
育
お
よ
び
企
業
所
有
制
の
影
響
が
大
き
く
な
っ

て
い
る
。

　
以
上
の
実
証
分
析
の
結
果
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
政
策
上
の
示
唆

が
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
中
国
都
市
労
働
市
場
が
農
村
戸
籍
労
働
者
と
都
市
戸
籍

労
働
者
に
よ
り
分
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
労
働

移
動
を
促
進
す
る
た
め
、
今
後
は
戸
籍
身
分
に
よ
り
労
働
雇
用
・
賃

金
制
度
上
差
別
的
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
を
重
視

し
、
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸
籍
住
民
に
対
す
る
雇
用
均
等
法
の
設

定
・
実
施
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
近
年
に
な
る
ほ
ど
、
人
的
資
本
や
政
治
資
本
の
差
異
、

特
に
教
育
水
準
の
差
異
が
賃
金
格
差
に
与
え
る
影
響
が
大
き
く
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
公
的
教
育
投
資
に
お
け
る
都
市
部
と
農
村
部
の

格
差
問
題
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
賃
金
格
差
を
縮
小
す
る
た

め
、
公
的
教
育
投
資
の
格
差
を
是
正
す
る
政
策
が
求
め
ら
れ
る
。
ま

た
、
出
稼
ぎ
労
働
者
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
出

稼
ぎ
労
奏
者
向
け
の
職
業
教
育
訓
練
制
度
の
実
施
や
、
職
業
紹
介
の

公
的
機
関
設
置
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
近
年
に
な
る
ほ
ど
、
企
業
所
有
制
部
門
が
賃
金
水
準
に

与
え
る
影
響
が
大
き
く
な
り
、
し
か
も
企
業
所
有
制
構
造
が
賃
金
水

準
に
与
え
る
影
響
は
、
都
市
戸
籍
労
働
者
グ
ル
ー
プ
で
よ
り
大
き
い

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
主
な
理
由
は
、
都
市
戸
籍
労
働
者
グ
ル
ー

プ
で
、
企
業
所
有
制
に
よ
っ
て
賃
金
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
異
な
る

こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
国
有
部
門
に
就

業
す
る
割
合
は
、
都
市
戸
籍
労
働
者
が
出
稼
ぎ
労
働
者
よ
り
高
い

（
表
4
）。
国
有
部
門
は
計
画
経
済
期
の
賃
金
決
定
制
度
の
影
響
を
受

け
、
賃
金
の
大
部
分
（
例
え
ば
、
基
本
給
）
が
政
府
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
競
争
市
場
に
直
面
し
て
い
る
非
国
有
部
門
に

お
い
て
は
、
賃
金
水
準
が
市
場
原
理
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
国
有

企
業
は
政
府
か
ら
多
く
の
資
金
援
助
を
受
け
、
ま
た
民
営
部
門
の
参

入
禁
止
な
ど
の
優
遇
政
策
に
よ
っ
て
独
占
部
門
と
な
り
、
賃
金
水
準

を
高
く
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賃
金
水
準
は
、
国
有
部
門
が
非

国
有
部
門
よ
り
高
く
な
っ
て
い
る
﹇
馬 2014

﹈。
し
た
が
っ
て
、
中

国
労
働
市
場
は
企
業
所
有
制
形
態
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
い
る

﹇M
a 2018a, 2018b

﹈。
中
国
に
お
け
る
出
稼
ぎ
労
働
者
と
都
市
戸

籍
労
働
者
間
の
賃
金
格
差
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
国
有
部
門
の

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
を
促
進
す
る
と
同
時
に
、
都

市
戸
籍
労
働
者
の
み
を
優
遇
す
る
労
働
雇
用
・
賃
金
制
度
（
例
え

ば
、
年
功
賃
金
な
ど
）
の
改
革
が
求
め
ら
れ
る
。
公
務
員
賃
金
制
度
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の
改
革
も
今
後
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
多
く
の
出
稼
ぎ
労
働

者
が
就
業
し
て
い
る
非
正
規
部
門
の
賃
金
を
高
め
る
政
策
も
必
要
で

あ
る
。
非
正
規
就
業
者
向
け
の
職
業
教
育
訓
練
制
度
、
最
低
賃
金
制

度
や
自
営
業
者
援
助
政
策
の
実
施
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

〔
謝
辞
〕　
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

B
（
課
題
番
号
：20H

01512

、
研
究
代
表
者
：
馬
欣
欣
）、
お
よ
び

令
和
二
年
度
京
都
大
学
経
済
研
究
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
「
中
国
と
東
欧
の
企
業
経
営
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る

比
較
研
究
」（
研
究
代
表
者
：
馬
欣
欣
）
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
こ

こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

注〈
1
〉 

本
稿
で
出
稼
ぎ
労
働
者
は
、
農
村
戸
籍
を
持
っ
て
都
市
で
就
業

す
る
労
働
者
と
定
義
す
る
。

〈
2
〉 

国
家
統
計
局
の
定
義
に
よ
る
と
、流
動
人
口
と
は
、半
年
以
上
、

戸
籍
が
登
録
さ
れ
た
郷
・
鎮
・
街
と
は
異
な
る
場
所
に
居
住
し
て
い

る
人
口
を
指
す
。
そ
の
う
ち
の
大
多
数
が
出
稼
ぎ
労
働
者
で
あ
る
。

〈
3
〉 

ル
イ
ス
二
重
経
済
構
造
モ
デ
ル
に
基
づ
く
、
中
国
農
村
部
に
お

け
る
過
剰
労
働
力
の
計
測
に
関
し
て
は
、南
・
馬
﹇2009

﹈、M
inam

i 
and M

a

﹇2010, 2014

﹈
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
4
〉 

厳
密
に
い
え
ば
、
雇
用
者
の
勤
労
所
得
が
「
賃
金
」
と
呼
ば

れ
、
自
営
業
者
の
勤
労
所
得
が
「
所
得
」
と
呼
ば
れ
る
。
本
稿
で
は

記
述
の
便
宜
上
、
勤
労
所
得
を
す
べ
て
「
賃
金
」
と
呼
び
、
勤
労
所

得
の
格
差
を
す
べ
て
「
賃
金
格
差
」
と
略
称
す
る
。

〈
5
〉 

労
働
市
場
の
分
断
化
理
論
に
つ
い
て
、Piore

﹇1970

﹈
は
「
二

重
労
働
市
場
の
仮
説
」（D

ual labor m
arkets

）
を
唱
え
て
い
る
。

つ
ま
り
高
い
安
定
性
、
高
賃
金
と
良
い
労
働
環
境
を
特
徴
と
す
る
第

一
次
労
働
市
場
（prim

ary m
arket

）
と
、
不
安
定
、
低
い
賃
金
と

劣
悪
な
労
働
環
境
を
特
徴
と
す
る
第
二
次
労
働
市
場
（secondary 

m
arket

）
が
併
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。D

ickens and 
Lang

﹇1985

﹈
は
、
ア
メ
リ
カ
の
都
市
労
働
市
場
に
お
け
る
第
二

次
労
働
市
場
で
は
、
人
的
資
本
が
重
視
さ
れ
ず
、
賃
金
が
低
く
、
出

稼
ぎ
労
働
者
、
女
性
、
少
数
民
族
な
ど
の
周
辺
労
働
者
の
大
多
数
は

第
二
次
労
働
市
場
で
就
業
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

〈
6
〉 

党
員
が
企
業
経
営
、
労
働
者
雇
用
お
よ
び
賃
金
に
与
え
る
影
響

に
関
し
て
、
馬
・
岩
﨑
﹇2019

﹈
や
岩
﨑
・
馬
・
溝
端
﹇2019

﹈
な

ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
7
〉 

記
述
の
簡
素
化
の
た
め
、
定
数
項
の
表
示
を
省
略
し
て
い
る
。

〈
8
〉 

こ
こ
で
、
厳
密
に
い
え
ば
、
評
価
格
差
は
、
各
要
因
に
対
す
る

評
価
の
差
異
（
例
え
ば
、
差
別
的
取
り
扱
い
）
と
こ
こ
で
の
説
明
変

数
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
部
分
に
起
因
す
る
格
差
の
両
方
を
含
む
も

の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

〈
9
〉 

記
述
の
簡
素
化
の
た
め
、
要
因
分
解
式
に
お
け
る
定
数
項
お
よ

び
添
字i

の
表
示
を
省
略
し
て
い
る
。

〈
10
〉 
経
験
年
数
は
「
年
齢

－

六

－

教
育
年
数
」
の
よ
う
に
算
出
し
た
。

〈
11
〉 
定
数
項
に
は
こ
れ
ら
の
要
因
以
外
の
観
察
で
き
な
い
要
因
（
例

え
ば
、
仕
事
意
欲
の
差
異
な
ど
）
が
含
ま
れ
る
。
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